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はじめに 
 
 

水産庁の水産基本法に明記されている都市漁村交流をもとに、『都市漁村交流対策事

業検討委員会』で全国の漁村における都市漁村交流活動の推進と充実を図るため、活動

の実施についての基本的な考え方や方法等を「都市漁村交流のためのガイドライン」（水

産庁 漁港魚場整備部防災漁村課・財団法人 漁港漁場漁村技術研究所）にて取りまと

めています。 
 

本調査ではこれをうけて、「都市漁村交流のガイドライン」で記されている①漁業体

験、②加工体験･食文化体験、③伝統文化体験、④自然観察体験、⑤海レク・マリンスポ

ーツ体験、⑥農林業体験、の体験メニュー中の「海洋レク・マリンスポーツ体験」に着

目し、先進事例のヒアリング等のもとに「マリンスポーツを活用した都市漁村交流（体

験学習）事業」実施のための「実践マニュアル」を作成したものです。 
 

マリンスポーツを活用した体験学習事業は、近来非日常的な体験として脚光を浴びて

いますが、その実践に至っては専門性が高く、マリンスポーツ機材・備品の購入、イン

ストラクターの確保等事前に準備しなければならないことが多々あります。 
さらにマリンスポーツを活用した体験学習実施のためには、地域住民、地方公共団体、

漁業協同組合、観光協会、旅館・民宿組合、マリン関連団体等多岐にわたる人、機関、

団体との協力・連携が成功の重要なポイントとなります。 
 
ここで本事業が都市漁村交流の新しいメニューのひとつとして地域振興の起爆剤とな

り、このマニュアルが地域の行政担当者や漁業関係者、観光関係者はもとより地域の活

性化に関心を寄せる幅広い方々に活用されることを期待します。 
 

また、ご多忙の中、本マニュアル作成にあたって事例ヒアリングに協力していただい

た方々に対し、厚くお礼申し上げます。 
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Ⅰ．このマニュアルについて 
 



Ⅰ．１全国的体験学習事業の動向 

 

(1)都市漁村交流における体験学習とは 
 
一般的に旅行といえば見学主体の受身的な観光旅行が主流でしたが、最近の傾向として修

学旅行や小グループ・家族単位での目的をもった体験型旅行のニーズがのびてきており、各

旅行代理店とも体験型ツアーの商品開発を始めています。 
旅行会社の全売上に対する体験型ツアーの売上比率はまだ小さいようですが、確実に伸び

ており各社とも今後の目玉商品として位置付けているようです。 
体験学習といえば、グリーンツーリズムに代表されるように農山村での農業体験や自然観

察が主流ですが、最近は漁村を対象とした企画もふえています。 
また、学校教育の場においても、体験学習は、子供達の自主的・創造的な面を伸ばしてい

くことのできる学習の機会として有効であると位置付けられ積極的に導入されています。 
 
漁村における体験学習事業とは、旅行者に対して、地域の持っている自然（海）および漁

村の資源を活用した漁業・農業体験、地域の特徴ある生活や文化体験、海レク・スポーツ体

験等への取組みをいいます。 
 
漁村での体験学習の具体的なメニューとしては、以下のようなものがあります。 
 
①漁業体験 
 定置網体験、地引網体験、釣り体験、養殖投餌体験、養殖収穫体験、養殖イケスオーナー制度、

潮干狩り体験、採貝藻体験、その他漁業体験、種苗放流体験、魚市場見学、水産試験場・栽培セ

ンター等の見学、等 
②農林業体験 
田植・稲刈り体験、棚田や段々畑のオーナー制度、ハーブや野菜等の栽培体験、芋掘り体験、家

畜への餌やり体験、乳搾り体験、みかん狩りやみかんの木のオーナー制度、市民農園制度、等 
③生活・文化体験 
漁具の製作体験、製塩体験、船絵馬や大漁旗製作、藁細工や竹細工等のものづくり体験、伝統行

事や祭への参加、伝統芸能（踊りや民謡等）体験、漁家民宿での昔話や伝記話などのいろり談義

や夜話、等 
④海レク・スポーツ体験 
スキューバダイビングの体験・初期訓練、シュノーケル体験、櫓漕ぎ体験、ディンギーヨット体

験・初期訓練、シーカヤック・カヌー体験、ヨット・モーターボート体験、サーフィン、ウィン

ドサーフィン、水上スキー、ビーチバレー、海水浴、等 
⑤加工・食文化体験 
魚介類調理体験、水産加工体験、加工場見学、等 

 
 

出典：「都市漁村交流のためのガイドライン」平成 15 年度 水産庁 
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2)学校教育を対象とした体験学習動向 
 
学校教育において実施される体験学習には、現在「自然体験活動」「体験修学旅行」｢総

合的な学習の時間｣の 3つの方法があります。 
「自然体験活動」は、主に、自然の中での活動、スポーツなどの活動が農山村漁村で実施

され、農林漁業体験や農産漁村生活の体験を取り入れています。 
「体験修学旅行」の特徴は、「学習と生活の一体化」であり、教室を出て仲間と一緒に寝

食をともにし、さまざまなことを学ぶ良い機会を得られることにあります。 
「総合的な学習の時間」は、新学習指導要領の改定にともない、平成 14 年から小・中学

校で、平成 15 年からは高校で導入された制度で、教科の枠にとらわれず、体験活動を重視
し、児童生徒が自ら考えたり、調べたりする力を育成するものです。 

 
また、修学旅行における近年の体験学習の動向は、全国の中学校・高校におけるアンケー

ト調査結果によると、下表のように平成 5年からその需要は着実に伸びており、また、その
実施校も関東、中部、近畿といった都市部の実施率が高いのがわかります。 

 
このことからも、修学旅行等の学校事業における体験学習の需要は、ただ受身の姿勢で見

学して歩くのではなく、自ら積極的、能動的に体を動かして学習する機会を与えたいという

教育の場の要望から、今後も多様化しかつ拡大していくものと思われます。 
 

表 1 体験学習実施率の推移（中学校・高等学校） 
中学校 （％）
　　　　　　地方
年度 北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 全　国

平成6年度 34.7 6.2 30.0 19.0 13.7 6.0 4.7 12.6 18.1
平成8年度 48.1 6.9 30.4 21.7 20.2 11.5 6.6 14.7 21.3
平成10年度 52.9 7.8 40.4 27.2 25.5 17.6 14.6 17.3 28.1
平成12年度 67.8 19.0 46.7 44.6 32.6 31.2 20.7 28.7 37.8

平成14年度 76.8 30.6 60.8 57.0 51.5 51.7 27.3 30.8 50.8

高等学校 （％）
　　　　　　地方
年度

北海道 東　北 関　東 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 全　国

平成5年度 16.9 8.9 25.9 19.5 20.5 12.3 5.6 9.8 18.2
平成7年度 17.8 15.6 49.2 26.0 37.8 17.4 4.3 9.9 26.6
平成9年度 12.2 14.3 37.4 26.7 35.5 16.0 2.4 11.9 25.1
平成11年度 16.4 20.4 58.7 44.1 50.0 37.9 24.0 23.8 40.0

平成13年度 19.6 26.7 51.8 41.0 49.5 31.8 23.5 16.4 38.5  
出典： 全国中学校修学旅行の実態（平成 14 年度実施） 

全国高等学校修学旅行の実態（平成 13 年度実施） 

財団法人 日本修学旅行協会 
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Ⅰ．2．本マニュアルの使われ方 

 

(1)本マニュアルの使われ方 

本マニュアルは、全国の漁村における都市漁村交流活動の推進と充実を図るための「都市漁村

交流のためのガイドライン」における「体験学習事業の視点」のなかの、「マリンスポーツを活

用した都市漁村交流（体験学習）事業」（以下、マリンスポーツ体験学習事業という。）の事業

化を、漁村や漁港をフィールドとして新たに検討される行政の担当者、漁業協同組合員、観光関

連団体職員の方々に、マリンスポーツ体験学習事業の立上げから具体的にどのように実現化して

いくかを、先進事例調査結果をふまえながら解説したものです。 

 
(2)本マニュアルにおける事業対象者 

マリンスポーツ体験学習事業の対象者は、個人、グループ、家族連れ、団体、学校単位等があ

ります。 

特に、本マニュアルはマリンスポーツを学習に活用するという視点から、小・中・高校の学年・

クラス単位で参加する学校行事としての「修学旅行」や、「総合的な学習の時間」等における「課

外授業」を、マリンスポーツ体験学習事業の対象としました。 

もちろん、学校行事以外の個人、グループ、家族連れ等の一般旅行者に対しても、その利用料

金、参加可能最少人数等の条件を整理すれば対応は可能です。 
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Ⅰ．3．日本で行なわれているマリンスポーツとは 
 

 
 

現在、国内で行われているマリンスポーツ活動には、昔ながらの釣りや、海水浴、身近な海辺

の磯遊び、浜遊びから、近年盛んになってきている動力を使用しないカヌー、ヨット、サーフィ、

ボードセーリングから動力を使用するモーターボート、水上オートバイ、水上スキー等にいたる

まで様々なマリンスポーツの種類がありますが、大きく分類すると図.1 のように、「活動型」

「体験型」と 2つに分類されます。 
 

 
クルーザーヨット　　　　　　　　　　　　　
モーターボート
水上オートバイ
水上スキー

ディンギーヨット
サーフィン
ボードセイリング

カッター（ボート）
カヌー・シーカヤック

シュノーケリング
スキューバダイビング（体験ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ）
ビーチバレー（砂浜主体）
ビーチサッカー（砂浜主体）

海水浴　潮干狩り　水遊び

磯遊び　浜遊び　散策　自然観察

海浜キャンプ　臨海学校

見学　見物

食事　買物　宿泊

磯釣り　船釣り

体験型

マリンスポーツ活動

活動型

クルーザーヨット　　　　　　　　　　　　　
モーターボート
水上オートバイ
水上スキー

ディンギーヨット
サーフィン
ボードセイリング

カッター（ボート）
カヌー・シーカヤック

シュノーケリング
スキューバダイビング（体験ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ）
ビーチバレー（砂浜主体）
ビーチサッカー（砂浜主体）

海水浴　潮干狩り　水遊び

磯遊び　浜遊び　散策　自然観察

海浜キャンプ　臨海学校

見学　見物

食事　買物　宿泊

磯釣り　船釣り

体験型

マリンスポーツ活動

活動型

 
 

図 1 マリンスポーツの種類 
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Ⅰ．4．体験学習に適したマリンスポーツとは 
 
 
 

 
本マニュアルではマリンスポーツを学習としてみた場合に、経済性、団体活動のしやすさ、学

習としての適正等をふまえて、次の 7つの種類をマリンスポーツ体験学習事業のメニューとして

取りあげています。 
 

■体験学習としての各マリンスポーツの内容 

磯釣り 

磯場、護岸、防波堤、釣り桟橋等陸上から行なう釣

りで、体験学習の場合は漁港内で多く行なわれてい

ます。 

また、砂浜からの投げ釣りも含みます。 

 

 

 

 

シュノーケリング 

水中メガネ、シュノーケル、足ひれ等を着用し、磯

場・浜辺での海中生物（魚・イソギンチャク・海草

等）の観察を行なうことです。 

 

 

 

 

 

船釣り 

釣り船を利用して沖に出て近海の魚を釣ることで

す。 

また、上達すると移動しながらのトローリングを行

なう場合もあります。 
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カッター（ローボート） 

グループで行なう手漕ぎボートで、チームワーク

を重要とする競技です。なお、５人乗り程度の小

型のローボート（小学生向け）、２隻以上で競争

を楽しむ伝統的な沖縄の「エイサー」長崎の「ハ

ーリー」船等もこれに含むものとします。 

 

 

 

カヌー・シーカヤック 

手漕ぎの一人または二人乗りで初心者は静穏な防

波堤等で囲まれた水域で練習を行ないます。 

また、操船になれるとクルージング活動による水

上から見る海岸線等の自然観察が主体となり、活

動水域としては、自然豊で静穏な海、川、湖が中

心となります。 

 

 

 

ディンギーヨット（OP 級） 

ディンギーヨットは 1～4 人降りのエンジンやキ

ャビン（船室）のない小型ヨットで、艇長約 5ｍ

の「505」から、4.24ｍの「シーホッパー」、2.3

ｍ「OP」まで競技用から練習用までいろいろな種

類があります。  

ここでは一番操作が単純で安全性の高い初心者向

けの OP 級を対象とします。 

 

 

 

 

スキューバダイビング（体験ダイビング） 

酸素ボンベを用い、海中に潜るスポーツで、活動

内容は、海底ウォッチング、フィッシュウォッチ

ング等多様ですが、本格的に行なうには免許が必

要となります。 

ここでのスキューバダイビングは、インストラク

ターに指導を受けながら免許を持っていない初心

者が行なう「体験ダイビング」とします。 

 

図 2 各マリンスポーツの内容 
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Ⅱ．マリンスポーツを活用した体験学習事業実践の手順 





 
 
 
 
 
 

6） 荒天時の中止の決定者と対応メニューを決めましょう 

荒天時のマリンスポーツ体験学習の中止は誰が決めるのですか? 

また、中止が決定された後の代替メニューはどうするのですか? 
 
荒天によるマリンスポーツ体験学習中止は、原則事業主体が引率責任者の同意を得て決定し

ます。中止を決めるタイミングはメニューによっても違ってきますが、代替メニューの準備を

考慮すると、前日の夜か早朝の海象状況を確認後が適切と思われます。 

その場合、事業主体は代替の体験学習または観光メニューの手配を求められることがあるた

め、荒天時用の別メニューを用意しておくか、事前に学校関係者・旅行業者と調整を図ってお

くことがトラブルを避けるために重要なことです。 
  
■代替メニュー事例（長崎県・福江市） 

長崎県・福江市の体験学習パンフレットには、雨天でも可能な体験メニューを表示して

あり事前に代替メニューを選択できるようにしてあります。このようなことを心がけたプ

ログラム・パンフレット作りは大変重要なことです。 

 
図 16 長崎県・福江市体験メニューの目次 
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(3)基本的な事業性を検討しましょう 

 
マリンスポーツ体験学習事業の採算性の検討はどのような手順で行なうのでしょうか? 

 
マリンスポーツ体験学習事業を無理なく継続的に続けていくためには、事業が自立するため

の採算性の検討を行なわなければなりません。 

事業実施に必要な機材・施設・インストラクター費等の支出および年間利用者数から想定す

る収入等を算出し、以下の手順のもとに事業採算性の検討を行ないます。 

また、検討を行なった結果、事業の自立が困難な場合には、マリンスポーツ体験学習メニュ

ー、受入れ可能人数、体験学習プログラム、利用料金、事業（開始）予算の確保の見直しを行

ない、再度採算性の検討を行なう必要があります。 
 
 

 
 

1） 概算支出の算定をしましょう 

マリンスポーツ体験学習事業での支出項目にはどんなものがあるのでしょうか? 

 
マリンスポーツの種類によっては、高価な機材の購入費、専門性を持ったインストラクター

のための人件費等が必要となります。 

また、その他に機材のメンテナンスや集客活動のための費用や、旅行代理店への手数料等の

経費が必要となります。 

特に、機材の購入については直営で行なう場合には、開業時にまとまった費用が必要となり

ます。 

これらをふまえ、事業の実施形態を検討し、開業時および通年時の概算支出額の算定を行な

います。 
 

■開業時の支出項目（例）        ■通年経費（例） 
  投資項目 

・施設建設費（新規必要な場合） 

・機材購入費（直営事業の場合） 
・施設修繕費（事業者所有の場合） 

・機材補修・追加購入費（直営事業

の場合） 

・委託料（委託事業の場合） 

・パンフレットの印刷 

・HP のメンテナンス 

・人件費 

・インストラクター等の育成費 

・保険料 

・旅費 

・光熱費   等 

 

経費項目 

・パンフレットの作成 

・HP の作成 

・人件費 

・インストラクター等の育成費 

・保険料 

・旅費 

・光熱費   等 
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2） 利用料金を設定しましょう 

利用料金の設定基準はどこにおけばよいのでしょうか? 

 
マリンスポーツ体験学習のメニューごとに利用料金は設定されますが、地域の特性、直営・

委託等の実施形態によってもその設定方法は大きく変わってきます。 

ここでは 1)で検討した必要経費が補完できるように考慮し、既存事例等を参考にしたうえ

で料金設定を行なうことが必要です。 
  

 
①料金設定の留意点 

利用料金の設定を行なうにあたり、事業実施形態により以下の点に留意して設定する必要

があります。 

・直営の場合：料金には、購入機材の減価償却費・メンテナンス費や追加購入費およびイ

ンストラクター人件費を考慮にいれ設定する必要があります。 

また、インストラクターは地元住民や団体等のボランティアを活用するこ

とにより人件費を押さえる工夫をして、適切な料金を設定することが大切

です。 

・委託の場合：基本的に機材、インストラクターは委託先の負担となります。 

そのため、事業主体は利用料金の 10％程度を運営上の事業経費として確保

することになります。 
 
■利用料金事例（座間味島利用料金表） 

 

 38



 
 
 
■メニュー別利用料金事例（一人あたり） 

メニュー名 料  金 特記事項 

1.磯釣り 450～2,000 円 つり具・サービスの内容により大きく料金

格差がある。 

2.シュノーケリング 1,200～3,500 円 磯遊び程度から本格的シュノーケリング

教育までサービスにより料金格差がある。

3.船釣り 4,500～7,500 円 船釣り業者の基本料金による。 

4.カッター（ボート、ハー

リー、ペーロンを含む） 

500～3,000 円 機材購入が自費か無償によるかにより大

きく料金格差がある。運営が自営か委託事

業によるかも格差の要因である。 

5.カヌー、シーカヤック 500～3,000 円 同上 

6.ディンギーヨット 500 円 機材が無償の場合。 

7.スキューバダイビング 10,000～15,000 円 委託先の料金設定による。 
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3） 概算事業収入を算定しましょう 

事業収入には、どのようなものがあるのでしょうか? 

 

想定した年間利用者数に対して、メニュー毎に設定したマリンスポーツ体験学習での一人

あたりの利用料金をもとに概算収入の算定を行ないます。 
 
メニュー毎の概算収入 ＝ メニュー毎の年間利用者数  

× メニュー毎の一人あたりの利用料金 
概算収入＝メニュー毎の概算収入の総計 
 
※メニューによって利用者数想定・利用料金が違う場合があるのでメニューごとに算定

しましょう。 
 

 
 

4） 事業（開始）予算確保の検討をしましょう 

事業開始時に、行政・団体等から支援が得られるのでしょうか? 

 
事業の内容によっては、行政や団体等から補助・助成金の対象となることがあるので、補

助・助成金の内容と事業内容を比べて導入の可能性を検討する必要があります。 
また、地域によっては行政や団体が施設等の提供や人材派遣等の支援を行なってくれるこ

ともあります。  
 
■補助・助成金事例 

所在地 補助・助成金名 

佐渡・(旧)真野町 農村地域農業構造改革事業（国：1/2、県：1/4、町：1/4） 

佐渡・(旧)小木町 村おこし事業 

隠岐・西ノ島町 Ｂ＆Ｇ財団（施設・機材） 

千葉県・館山市 

館山市観光振興事業補助金（市 2/3、観光協会 1/3） 

観光プロデューサー設置事業補助金（市 1/2、観光協会 1/2） 

館山市観光協会補助金（市 1/2、観光協会 1/2） 

大阪府・田尻町 田尻町（1/2）・漁業協同組合（1/2） 

沖縄県・恩納村 村費および誘客宣伝地域観光等育成補助金（沖縄県） 

沖縄県・座間味島 第 3セクター出資金 

 
■水産庁の補助事業 

補助事業名 所管等 

漁港漁村活性化支援事業 水産庁防災漁村課、沿岸沖合課 

新漁村コミュニティ基盤整備事業 水産庁防災漁村課 

漁港高度利用促進対策事業 水産庁防災漁村課 

海岸環境整備事業 水産庁防災漁村課 

漁港集落環境整備事業 水産庁防災漁村課 

いきいき・海の子・浜づくり 水産庁防災漁村課 

漁港利用調整事業 水産庁計画課 

漁港漁場管理と利用の効率化事業 水産庁計画課 
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5） 収入と支出のバランスを検討しましょう 

採算性の検討結果をどのように生かせばよいのでしょうか? 

 
1)～4）で検討した収入・支出のバランスを整理し、事業採算性の検討を行ないますが、収

支バランスが取れない場合は、体験学習メニュー、受入れ人数、体験プログラム、利用料金、

事業開始予算等の見直しを行なう必要があります。 
 

 
①収入と支出のバランスをとるための留意点  

 
マリンスポーツ体験学習事業は機材の購入に大きな費用を必要とするうえ、シーズンが限

定され、天候にも左右されるため、事業単独で収支バランスをとるのは困難なことが想定さ

れます。 

そのため、行政からの施設の提供やボランティアの活用により、支出を最小限に押さえる

工夫が必要です。 

さらに、地域間での連携による機材の購入や、マリンスポーツ以外の体験学習メニューと

の連携による集客の向上等の工夫をする必要があります。 
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Ⅱ．4．事業実施段階（STEP-3） 
 
 
 
事業が始まってからはどのようなことに留意して事業を推進していけばよいのでしょう

か? 

 

(1)集客活動をしましょう 
 
集客活動はどんな方法で行うのでしょうか? 

 
事業主体はパンフレット･体験プログラム等のアイテムを準備し、学校や旅行代理店等へ集

客のための呼びかけを積極的に行なっていく必要があります。 

その際、体験プログラムの内容をアピールするとともに、安全管理や宿泊等の受入れ体制

についてもアピールし、関係者に対して事前に視察してもらうなど、受入れ体制に関して十

分な安心感を与えなければなりません。 
 
 
①集客活動方法について 
 
集客活動には、学校や旅行代理店への直接訪問、ホームページの作成、地域出身で都市在

住者の活用等の方法があります。 
（A）旅行代理店への資料の配布・直接訪問 

顧客として多くの学校を抱える旅行代理店へ直接訪問することが、学校関係者へ

広範に情報が広がり集客に効果的です。 

（B）対象地域の教育委員会や学校への資料の配布・直接訪問 

旅行代理店を通しても最終的には学校へ出向かねばなりませんが、学校関係者に

直接アピールできる良さを持っています。 

（C）ホームページの作成 

修学旅行や課外授業は生徒が旅行先を主体的に決めるケースも多くなっているの

で、ホームページを利用して直接生徒にアピールするのも良い方法です。 

（D）地域出身の都市在住者への周知 

地域の良さを良く知っている地域出身の教育者や旅行業関係者等に定期的に情報

提供を行ない、その人の居住する地域にアピールしてもらうことも効果的です。 

 
■効果のあった営業活動の事例 

営業活動方法 
所在地 

直接訪問 ダイレクトメール 口コミ 

佐渡・(旧)真野町 〇   

佐渡・(旧)小木町   〇 

隠岐・西ノ島町 〇   

千葉県・館山市 〇   

静岡県・下田市 〇   

大阪府・田尻町  〇  

高知県・室戸市 〇   

長崎県・福江市 〇   

沖縄県・恩納村   〇 

沖縄県・座間味島 〇   
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(2)受入れ直前の準備が整っているか確認しましょう 

 
修学旅行や課外授業等を受入れる直前に何を行なえばよいのでしょうか? 

 
対象者を具体的に受入れる直前に確認、調整が必要な項目のチェックリストを作成し、事

業実施に支障をきたさないように最終チェックすることが必要です。 
 
 
 

チェック項目 
解

決 

未

解

決 

対処方法の検討 

1.実施スケジュール確認    

2.参加人数の確認    

3.気象・海象（実施の可否決定）    

4.荒天時の代替メニューの手配    

5.実施場所の現地確認（関係者との調整）    

6.集合場所の現地確認    

7.機材の数量    

8.機材の安全性（故障・破損等）    

9.インストラクターの人数    

10.レスキュー体制    

11.関係官庁・団体への届出    

12.保険（参加者）    

13.保険（インストラクター）    

14.昼食の手配    

15.輸送手段の手配    

    

実 

 

施 

 

前 

 

 

    

1.参加人数の再確認    

2.参加者の健康確認    

3.気象・海象（実施の可否決定）    

4.荒天時の代替メニューの手配    

5.インストラクターの人数    

6.レスキュー体制の確認    

7.昼食の手配の再確認    

8.輸送手段の再確認    

    

実

施

当

日 

    
 

図 17 マリンスポーツ体験学習受入れ段階のチェックリスト（例） 
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Ⅱ．5．事業の定着（STEP-4） 
 
 
 

マリンスポーツ体験学習事業を定着させるために行なうことはなんでしょうか? 

 
マリンスポーツ体験学習事業を継続的に続けていくためには、行政・団体・地域住民の協

力・支援を得ることが不可欠ですが、事業主体はその他にも以下の点に考慮して事業を展開

する必要があります。 
 

(1)情報発信をしましょう 
事業を広く人々に知ってもらうためには、学校・旅行代理店等へのパンフレットの送付、ホ

ームページの開設等で情報を発信しなければなりません。 

また、ホームページの開設後は、常に新しいイベント等の情報や利用者の感想等を定期的に

更新して人々の注意をひくことが大切です。 

さらに、ホームページで体験学習を取り扱っている関連団体への情報提供および掲載の依頼、

県・市等の行政機関のホームページへのリンクの依頼も大切なことです。 
 

(2)メニューの見直し・追加を定期的に行ないましょう 
マリンスポーツ体験学習メニューや荒天時の対応メニューは、事業性の向上や利用者のニー

ズに答えるために毎年見直しを行なわなければなりません。 

そして、採算性の取れなかったものや人気のなかったものは見直しをするとともに、常に新

しいメニューの導入を検討する必要があります。 

また、新しいメニューの導入にあたっては、近隣地域で体験学習活動を行なっているところ

等と連携をとってお互いのメニューを相互利用する方法も考えられます。 
 

(3)人材（インストラクター）の育成をしましょう 
マリンスポーツ体験学習を実施する時、インストラクターは直接参加者に接する立場にあり、

事業の成否に関わる大変重要な役割を担っています。そこで、インストラクターになる人材に

は必要な技術・救助法・指導法・会話等の教育を定期的に行ない、質の向上と均一化を図らね

ばなりません。 

事業主体は新しいメニューの開発にともない、常に地域住民の中でインストラクターに適し

た人材の発掘を試みるとともに、住民以外の人材確保のためにシーズン中の人材派遣等の検討

も行なう必要があります。 

また、地域の子供たちにマリンスポーツ体験学習を実施することにり、将来のインストラク

ター確保へとつなげるのも大切なことです。 
 

(4)地域風土を醸成しましょう 
マリンスポーツ体験学習の実践が、都市の小･中･高校生に地域の持つ自然･歴史を学習しても

らったり、地域住民との交流による漁村等の魅力を認識してもらうことで都市と地域の人的交

流に貢献することになります。 

また、このマリンスポーツ体験学習事業を成功させることにより、雇用の促進や参加者を対

象とした新しい事業の展開などで、第一次産業中心の地域経済に活力を与える起爆剤となりま

す。 
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Ⅲ．マリンスポーツ体験学習実施のための指針 
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